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意
見
公
募
手
続
制
度

意
見
公
募
手
続
制
度

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

内
容　

市
の
都
市
計
画
行
政
の
基

本
的
な
方
針
と
な
る
同
プ
ラ
ン

を
改
定
し
ま
す
。

素
案
の
公
開
場
所　

都
市
計
画

課
（
市
役
所
２
階
）、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
支

所
、
各
出
張
所
、
彦
根
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

素
案
の
公
開
期
間　

12
月
15
日
㈭

〜
平
成
29
年
１
月
14
日
㈯

意
見
の
提
出
期
限　

平
成
29
年
１

月
14
日
㈯
（
提
出
は
最
終
日
必
着
）

提
出
方
法　

都
市
計
画
課
に
直

接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

都
市

計
画
課
（
〒
５
２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）
☎
30-

６
１
２
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-
８
５
１
７
番
、

Ｅ
メ
ー
ル　

toshikeikaku@
m

a.city.hikone.shiga.jp

彦
根
市
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
素
案
）

内
容　

市
の
都
市
交
通
行
政
の
基

本
的
な
方
針
で
あ
り
、
ハ
ー
ド

面
・
ソ
フ
ト
面
の
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
展
開
す
る
同

プ
ラ
ン
を
策
定
し
ま
す
。

素
案
の
公
開
場
所　

都
市
計
画

課
（
市
役
所
２
階
）、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
支

所
、
各
出
張
所
、
彦
根
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

素
案
の
公
開
期
間　

12
月
26
日
㈪

〜
平
成
29
年
１
月
25
日
㈬

意
見
の
提
出
期
限　

平
成
29
年
１

月
25
日
㈬
（
提
出
は
最
終
日
必
着
）

提
出
方
法　

都
市
計
画
課
に
直

接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

都
市

計
画
課
（
〒
５
２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）
☎
30-

６
１
２
４

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
１
７
番
、

Ｅ
メ
ー
ル　

toshikeikaku@
m

a.city.hikone.shiga.jp
彦
根
市
都
市
交
通

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
素
案
）

彦
根
市
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
（
素
案
）

意
見
交
換
会

計
画
の
改
定
に
あ
た
り
、
同
プ

ラ
ン
の
概
要
な
ど
を
説
明
し
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
な
ど
を
う
か

が
う
意
見
交
換
会
を
左
表
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

参
加
の
受
付
は
、
当
日
先
着
順

で
行
い
ま
す
。
な
お
、
会
場
の
都

合
に
よ
り
、
参
加
可
能
な
人
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

都
市
計
画
課

☎
30-

６
１
２
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24-

８
５
１
７
番

日　　時

12月 21日㈬
19：00～20：30

12月 20日㈫
19：00～20：30

12月 19日㈪
19：00～20：30

会 場

市 民 会 館（尾末町）

南 地 区 公 民 館（甘呂町）

ひこね燦ぱれす（小泉町）

紡績業、化学繊維製造業、その他の織物業、染色
整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品
製造業
ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・
黒鉛製品、炭素繊維製造業
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械
器具製造業
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・
レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業
各種商品小売業

滋賀県最低賃金（平成28年10月6日～）

789円

874円

875円

859円

880円
803円

788円

特定（産業別）最低賃金改正のお知らせ（金額は時間額）

問い合わせ先　彦根労働基準監督署☎22-0654、FAX26-
　0241、滋賀労働局賃金室☎077-522-6654、FAX077-
　522-6442

保
険
年
金
課
、
支
所
、
各
出
張

所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

注
意
点

▼
農
業
者
年
金
加
入
者
は
、
希
望

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
付
加

年
金
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

▼
国
民
年
金
基
金
の
加
入
者
は
、

付
加
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
制
度
改
正

で
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
年
金
事
務

所
国
民
年
金
課
☎
23-

１
１
１

４
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
０
３
３
番

年
金
額
を
増
や
せ
ま
す

付
加
年
金
保
険
料
の
納
付

　
　  

彦
根
年
金
事
務
所

国
民
年
金
は
、定
額
保
険
料
（
月

額
１
万
６
、
２
６
０
円
）
に
、付
加
年

金
保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）
を
上

乗
せ
し
て
納
付
す
る
こ
と
で
、
よ

り
多
く
の
年
金
額
を
将
来
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
え
ば
、
付
加
年
金
保
険
料
を

１
年
間
納
め
た
場
合
、年
額
２
、４

０
０
円
（
２
０
０
円
×
12
か
月
）
の

年
金
額
を
「
付
加
年
金
」
と
し
て
、

将
来
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

希
望
者
は
、
彦
根
年
金
事
務
所
、
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春
休
み
・
平
成　29
年
度

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

〈
対
象
〉
働
い
て
い
る
な
ど
の
理

由
で
昼
間
に
保
護
者
が
保
育
で
き

な
い
児
童　

※
小
学
校
低
学
年
を

優
先
と
し
、
定
員
を
超
え
た
場
合

は
利
用
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。　
〈
開
設
期
間
〉
▼
①
学
年

末
休
業
期
間　

平
成
29
年
３
月
25

日
㈯
〜
同
31
日
㈮
（
日
曜
日
を
除
く
）
　

	

▼
②
学
年
始
休
業
期
間　

同
年

４
月
１
日
㈯
〜
同
８
日
㈯
（
日
曜

日
を
除
く
）　		

【
時
間
】
①
②
と
も	

午
前
８
時
〜
午
後
６
時
30
分　

▼

③
平
成
29
年
度
通
年　

同
年
４
月

１
日
㈯
〜
平
成
30
年
３
月
31
日
㈯　

【
時
間
】
平
日　

放
課
後
〜
午
後

６
時
30
分
、
土
曜
日
・
振
替
休
業

日
・
長
期
休
業
（
学
年
始
・
夏
・
冬
・

学
年
末
）　

午
前
８
時
〜
午
後
６
時

30
分　
〈
費
用
〉①
②
は
そ
れ
ぞ
れ

１
人
３
、
０
０
０
円
、
③
は
１
人

６
、
０
０
０
円	

（
月
額
）　

※
学
級

費
が
別
途
必
要　
〈
注
意
事
項
〉通

年
の
申
し
込
み
で
平
成
29
年
３
月

末
ま
で
在
籍
し
て
い
る
人
や
、
４

月
１
日
か
ら
入
会
す
る
人
は
、
①

②
の
負
担
金
３
、
０
０
０
円
は
月

額
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。（
夏
季
休

業
・
土
曜
日
利
用
に
か
か
る
費
用
は
、別

途
必
要
）
場
所
・
定
員
は
各
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。　
〈
申
込
期
間
〉平
成
29
年
１

月
４
日
㈬
〜
同
17
日
㈫　
〈
申
込

方
法
〉
①
〜
③
と
も
、
各
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
に
あ
る
申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
書
い
て
、
就
労
証
明

書
な
ど
を
添
付
の
う
え
、
各
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。　
〈
そ
の
他
〉詳
し
く
は

各
小
学
校
内
の
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
に
あ
る	

「
入
会
の
し
お
り
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。　
〈
問
い
合
わ
せ

先
〉

生
涯
学
習
課
☎
24-

７
９

７
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
１
９
０

番

意
見
の
提
出
用
紙
は
、
各

公
開
場
所
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
様

式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意

見
な
ど
は
、
意
見
に
対
す
る

彦
根
市
の
考
え
方
と
と
も
に

整
理
し
た
上
で
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表

し
ま
す
。

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意

見
に
対
し
て
、
個
別
に
回
答

は
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

彦
根
市
男
女
共
同
参
画

計
画
（
改
定
素
案
）

内
容　

平
成
23
年
に
「
性
別
に
か

か
わ
り
な
く	

多
様
な
生
き
方

が
認
め
ら
れ	

一
人
ひ
と
り
が

輝
い
て
生
き
ら
れ
る
ま
ち	

ひ

こ
ね
」
を
目
指
し
て
策
定
し
た

同
計
画
（
10
か
年
計
画
）
の
中
間

見
直
し
を
行
い
、
改
定
素
案
を

策
定
し
ま
す
。

素
案
の
公
開
場
所　

人
権
政
策

課
（
市
役
所
３
階
）、
情
報
公
開

コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
１
階
）、
支

所
、
各
出
張
所
、
彦
根
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、

男
女
共
同
参
画

セ
ン
タ
ー
「
ウ
ィ
ズ
」

素
案
の
公
開
期
間　

12
月
15
日
㈭

〜
平
成
29
年
１
月
16
日
㈪

意
見
の
提
出
期
限　

平
成
29
年
１

月
16
日
㈪
（
提
出
は
最
終
日
必
着
）

提
出
方
法　

人
権
政
策
課
に
直

接
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

人
権

政
策
課
（
〒
５
２
２-

８
５
０
１　

元
町
４-

２
）
☎
30-

６
１
１
３

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

８
５
７
７
番
、

Ｅ
メ
ー
ル　

danjo@
m

a.city.
hikone.shiga.jp

意
見
公
募
手
続
制
度

意
見
公
募
手
続
制
度

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す


